
（平成２７年１月１５日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 8 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 5 件



関東東京厚生年金 事案25769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成 23 年９月 26

日とされ、同日から 24年７月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の同社における資格取得

日に係る記録を 23 年９月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を同年９月は 24 万

円、同年10月から 24年６月までは 26万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成23年９月26日から24年７月１日まで 

  Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録は年金額の計

算の基礎とならないものとなっている。同社は、資格取得日を平成23年９月26日と

すべきところ、誤って 25 年４月１日として届出したことに気付き、年金事務所に事

後訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る給与台帳及びタイムカード並びに同社の回答から、

申立人は、平成 23年９月 26日から同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、上記給与台帳において確認で

  



きる厚生年金保険料控除額から、平成 23年９月は24万円、同年10月から24年６月ま

では26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立人の被保険者資格取得に係る届出を年金事務所に誤って提出し、申立期間に係

る厚生年金保険料を納付していないと認めていることから、これを履行していないと認

められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25770 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成19年10月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年９月30日から同年10月１日まで 

  Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に平

成19年９月 30日まで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社の回答により、申立人は、平成19年９月30日まで同社

に勤務していたと認められる。 

   また、Ａ社は、給料の支払方法は末日締めの翌月５日払いであり、申立人の申立期間

に係る賃金台帳又は給料支払明細書の控え等を保管していないが、申立期間に係る給与

から、前月分と同額の厚生年金保険料を控除したと思う旨回答しているところ、申立人

から提出された申立期間の前３か月分の給料支払明細書から標準報酬月額 18 万円に基

づく厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社から提出された申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した

同僚に係る給料支払明細書（控）によると、申立期間に係る給与から前月分と同額の厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、事業主の回答並びに上記３か月分の給料

支払明細書及び上記同僚の給料支払明細書（控）から確認できる保険料控除額から、18

万円とすることが妥当である。 

  



   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が当時、申立人の資格喪失日に係る届出を誤ったことを認めていることから、事業主

が資格喪失日を平成 19年９月 30日と届け、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る

同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合を含

む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25771 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 23 年 12 月 10 日における標準賞与額に係る記録については、厚生年金

保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付

及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人

の申立期間における標準賞与額に係る記録を 10万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和61年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成23年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録は

年金額の計算の基礎とならないものとなっている。同社は事後訂正の届出を行ったが、

申立期間の記録は給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書及び申立人の取引金融機関から提出された取引明細書

により、申立人は、申立期間において賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書において確認できる

保険料控除額から、10万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を年金事務所に提出しておらず、また、当該

賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25774 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録

を22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から10年10月１日まで 

    厚生年金基金より、平成９年 10月から10年９月までの期間に係る標準報酬月額と

国の被保険者記録に不一致があるとの連絡を受けたため、当時の給与明細書を調べた

ところ、国の記録が誤りであることが判明したので、記録を訂正してほしい。 

    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録では、20 万円とされてい

るが、Ａ社が加入しているＢ厚生年金基金から提出のあった加入員台帳の写し及びＣ健

康保険組合の回答では、平成９年 10月の定時決定により22万円と記録されており相違

している。 

また、Ｂ厚生年金基金及びＣ健康保険組合の回答によれば、申立期間当時、厚生年金

保険、厚生年金基金及び健康保険に係る算定基礎届は、複写式の届出用紙であり、事業

所からの届出の受付は健康保険組合で行い、健康保険組合から厚生年金基金及び社会保

険事務所へ同一のものを回送していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立期間について、申立人が主張する標準

報酬月額（22万円）に係る届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案25775 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記録を昭和 59 年７月 21

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 14万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年６月20日から同年７月21日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事

業所には、昭和 59年７月 20日まで継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が控除

されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人から提出されたＡ事業所に係る給料明細書により、申

立人は、申立期間もＡ事業所に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料明細書において確認できる厚生

年金保険料控除額及び報酬月額から、14万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ事業所の現

在の事業主は、申立期間当時の保険料の納付状況を知る担当者が在職していないため、

保険料を納付したか否かについては不明と回答しており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案25776 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和63年７月

18日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を19万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年７月18日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間に同社のグループ会社であるＢ社からＡ社への異動はあったが、申立期間も継続

して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の人事略歴及び同社の回答から判断すると、申立人が申立

期間においてＢ社及びＡ社に継続して勤務し（昭和63年７月18日にＢ社からＡ社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

63年８月のオンライン記録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立人のＡ社に係る資格取得日について誤った届出を行ったことを認

めており、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案25777 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係

る記録を47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年３月31日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、実際の給料額に見合

う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、

47 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日

（平成５年３月 31日）の後の平成５年４月７日付けで、遡って38万円に減額訂正処理

されていることが確認できる上、申立人と同様に、標準報酬月額が同日に減額訂正処理

されている者が複数人確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本では、申立人は取締役であったことが確認で

きるが、同社の他の取締役及び同僚は、申立人は現場監督の業務に従事し、社会保険の

届出事務に関与していなかった旨供述していることから、当該標準報酬月額の減額訂正

処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった後に、申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正処理する合理的

な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 47

万円に訂正することが必要である。 

  



関東東京厚生年金 事案25778 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社本店における資格喪失日に係る記録を昭和 36

年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年５月29日から同年６月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社本店から同社Ｂ出張所への異動はあったが、継続して勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る在籍証明書、雇用保険の加入記録及びＣ国民健康保

険組合の回答書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同社本店から同社

Ｂ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、同社が保管する人事資料では、昭和 36 年５月 25

日と記載されているが、厚生年金保険の資格取得日及び資格喪失日は、同年６月１日と

考えられる旨回答していることから、同日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本店における昭和 36 年４

月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

 

  



関東東京国民年金 事案14082 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年７月から５年９月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月から５年９月まで 

私は、平成３年７月に会社を退職し、失業保険の手続をしたときに国民年金への加

入を勧められ、同年同月頃にＡ区で国民年金の加入手続を行ったが、お金がなく、国

民年金保険料は納付することができなかった。その後、ゆとりができた４年７月頃か

ら､申立期間の保険料を遡って何回かに分けて銀行で納付した。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した平成３年７月頃にＡ区で国民年金に加入し、４年７月頃か

ら申立期間の国民年金保険料を遡って何回かに分けて銀行で納付したと述べているが、

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号に係るオンライン記録の資格取得の処

理日（７年４月４日）から、７年４月頃にＢ区で払い出されたと推認でき、申立人に対

して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないこと

から、申立人は、当該手帳記号番号が払い出されるまで国民年金に加入しておらず、保

険料を納付することができなかったものと考えられる。 

なお、申立人は、所持する年金手帳に、「初めて被保険者となった日 平成３年７月

21 日」と記載されていることをもって平成３年７月に国民年金の加入手続を行ったと

しているが、当該記載は国民年金の強制加入被保険者となるべき時期を示すものであり、

加入手続時期を特定するものではない。 

 そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京（埼玉）国民年金 事案14083（事案 10841、12824及び13490の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年５月から 50年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年５月から50年３月まで 

私は、これまで３回にわたり、「私の父は、私が 20 歳になった時に私の国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。当時は寺院の住職が市の

委託を受けて集金をしていたので未納のはずはない。」旨申し立ててきたが、年金記

録の訂正は認められなかった。 

しかし、委員会の判断の理由に納得できないため、もう一度きちんと調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人は、20 歳になった時（昭和 45 年＊月）に

申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと述

べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、50 年 10 月に払い出されており、申立

人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いことなどを理由として、既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づ

き、平成 23年５月 18日付け、24年２月８日付け及び同年 10月３日付けで年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回の申立てにおいては、申立人から新たな資料等の提出は無く、そのほかに年金記

録確認Ａ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことか

ら、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案14084 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年７月から 56年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年７月から56年６月まで 

私は、会社を退職した昭和 51 年７月頃に区の出張所で国民年金の加入手続を行い、

近くの金融機関で夫婦二人分の国民年金保険料を毎月納付していた。申立期間の保険

料を納付したものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した昭和 51 年７月頃に国民年金の加入手続を行い、国民年金

保険料を毎月納付していたと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年

金手帳記号番号払出簿によれば、58 年７月に払い出されており、申立人は、現在所持

する上記手帳記号番号が記載されている年金手帳以外の手帳を所持したことはないとし

ているなど、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないことから、申立人は、当該手帳記号番号が払い出されるまで国民年

金に加入しておらず、申立期間の保険料を納付することができなかったものと考えられ

る。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年７月31日から23年３月１日まで 

Ａ社Ｂ支店及びＣ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。終戦後ＧＨＱの命令により昭和 22年11月にＡ社は解散したが、当時の

同社の上司が解散と同時に設立したＣ社に継続して勤務したので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行っ

たものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社Ｂ支店からＣ社に移行した際の厚生年金保険の加入記録

に申立人と同様の空白期間があり、かつ、申立期間はＣ社に勤務していたとする複数の

従業員の供述から判断すると、申立人は、申立期間にＣ社に継続して勤務していたと推

認できる。 

   しかしながら、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同社は、昭

和 23 年３月１日（以下「新適日」という。）に厚生年金保険の適用事業所となってい

ることから、申立期間は適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、Ａ社Ｂ支店及びＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、Ｃ社

において新適日に被保険者資格を取得した者のうち、Ａ社Ｂ支店が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった昭和 22年８月20日以前に同社において被保険者資格を喪失した者

全員（上記複数の従業員を含む。）に、申立人と同様の空白期間があることが確認でき

る。 

   さらに、現在のＤ社は、同社は昭和 22 年７月に設立されたＥ社が核となり、32 年８

月にＣ社と合併した後、34 年にＤ社に名称変更したもので、解体させられた申立事業

所のＡ社とは全く別の会社であり、申立人については、Ｃ社との合併により入社してい

  



ることはデータベースで確認できたが、申立期間の記録に関しては不明である旨回答し

ていることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

加えて、上記複数の従業員は、「申立期間に係る給与明細書を保有しておらず、保険

料控除についても不明である。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25773 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年10月から56年７月まで 

           ② 昭和 56年７月から57年６月１日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）で勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した申立期間②の厚生

年金保険の加入記録が無い。 

Ａ社では、勤務場所は証券会社で、事務の仕事をしていたが、同社から給与を支給

されていた。また、Ｃ社では、データ入力業務をしており、金融機関の預金通帳に同

社からの振込記録があるため、両申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ社は、当時の資料等は保存していない旨回答していること

から、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、自身と同じ職場で勤務していた同僚は４人いたとしているが、当

該４人の氏名を記憶しておらず、他の従業員への照会を希望していないため、これら

の者から、申立人のＡ社における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

さらに、申立人の申立期間①に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、Ａ社に

係る事業所別被保険者名簿の当該期間における健康保険証の番号に欠番は見当たらな

い。 

２ 申立期間②について、申立人から提出された金融機関の預金通帳（写し）の記録か

ら、勤務期間は特定できないが、申立人がＣ社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｃ社に係るオンライン記録によると、同社は、平成21年３月16日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主の連絡先が不明であること

から、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

  



とができない。 

また、申立人は、Ｃ社における同僚の氏名を記憶しておらず、他の従業員への照会

を希望していないため、これらの者から、申立人の同社における勤務実態及び厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人の申立期間②に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、Ｃ社に

係る事業所別被保険者名簿の当該期間における健康保険証の番号に欠番は見当たらな

い。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25779 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年９月から平成元年９月まで 

Ａ社に作業員として勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に、給与から厚生年金保険料を控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間の一部を含む昭和63年１月21日から

平成元年５月 31日までの期間、Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立期間に係る「健康保険厚生年金保険被保険者

資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しによると、年金整理番号に欠番は無く、

申立人の氏名の記載は確認できない上、同社は、申立人が厚生年金保険の被保険者とな

ることを希望しなかったことから、申立人に係る資格取得届を提出していない旨回答し

ている。 

また、Ａ社は、申立期間における厚生年金保険の取扱いについて、従業員全員を加入

させていたわけではなく、希望者のみを加入させており、加入を希望しない従業員の給

与から厚生年金保険料を控除することはなかったとしている。 
さらに、申立人がＡ社で一緒に勤務していたとする同僚は、オンライン記録において、

申立期間に厚生年金保険の被保険者記録を確認することはできない。 

加えて、オンライン記録により、申立期間にＡ社において厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる従業員のうち、連絡先の判明した 20 人及び上記同僚に申立期間に係る

同社の厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答のあった６人のうち、２人

は希望制であった旨回答しており、４人は不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

  



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25780 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年６月から30年３月まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社同

工場では事務員等として勤務しており、厚生年金保険に加入していたと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務していたと主張している。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 40 年以前に勤務していた従業員に係る資料を一部保管

しているが、申立人に係る資料は無いと回答しており、申立人の同社Ｂ工場における勤

務実態及び申立期間当時の厚生年金保険の取扱いを確認することができない。 

また、申立人は、Ａ社Ｂ工場の上司として二人の姓のみを記憶しているが、同社同工

場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、当該上司を特定することができ

ず、当該上司から、申立人の同社同工場における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いを

確認することができない。 

さらに、上記名簿から、申立期間当時にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険被保険者記

録が確認できる複数の従業員に照会したものの、いずれの者も申立人を記憶しておらず、

申立人の同社同工場における勤務実態を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案25781 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年４月１日から47年３月27日まで 

  Ａ育英奨学会制度を利用し、Ｂ新聞Ｃ専売所（以下「Ｃ専売所」という。）の従業

員として新聞配達をしながら大学に通学していた申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間にＣ専売所で勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ育英奨学会が保有していた申立人の在籍に関する資料並びにＣ専売所の上司及び同

僚の供述から、申立人は、申立期間当時、Ａ育英奨学会の奨学生として大学に通学しな

がらＣ専売所で勤務していたことは推認できる。 

また、Ｃ専売所は、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、厚生年金保険

の適用事業所となった記録が無いところ、申立人の上司は、Ｃ専売所の従業員について

は、親事業所であるＢ新聞Ｄ専売所（以下「Ｄ専売所」という。）において厚生年金保

険に加入させていたとしており、Ｄ専売所に係る事業所別被保険者名簿では、申立人が

名前を挙げた 11 人の従業員のうち、当該上司を含む５人の被保険者記録が確認できる

しかしながら、申立期間当時のＤ専売所の事業主、Ｃ専売所の所長及び申立人の上司

が社会保険事務を担当していたとするＤ専売所の事業主の長女は、いずれも連絡先が不

明な上、現在のＤ専売所の事業主は、当時の資料は無く、申立人の厚生年金保険の取扱

いについては何も分からない旨回答していることから、申立人のＣ専売所での厚生年金

保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ｃ専売所及びＤ専売所で勤務していた複数の従業員の供述から、両専売所の従

業員は合わせて 20人から 30人いたことが認められるところ、Ｄ専売所に係る事業所別

被保険者名簿によると、厚生年金保険の新規適用日である昭和41年９月１日に23人が

被保険者資格を取得しているものの、申立人がＣ専売所に入所した 43 年４月以降の３

。 

  



年間に当該名簿において資格取得している者はおらず、申立期間を通して被保険者数が

４人から15人で推移していることが確認できる上、申立人が名前を挙げた上記11人の

従業員のうち、奨学生３人を含む６人の被保険者記録が確認できないことから、Ｃ専売

所では、申立期間当時、必ずしも従業員全員をＤ専売所において厚生年金保険に加入さ

せていたわけではないことがうかがわれる。 

さらに、上記名簿において、申立人の同僚がＣ専売所に入所したとする日から２年以

上経過後に厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できるが、同人は、厚生年

金保険の未加入期間に給与から保険料を控除されたことは無い旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 

  




